
                         令和４年７月２０日 
事業主殿                          
    

(公社)神奈川労務安全衛生協会小田原支部 
 

「１トン未満フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」の開催について 
 
 労働安全衛生法第５９条第３項により、事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に就業させるとき
は、省令に定める特別の教育を行なわなければならないこととなっており、「最大荷重１トン未満のフォ
ークリフトの運転の業務」に従事するには特別教育が必要（労働安全衛生規則第３６条第５号）です。つ
いては最大荷重１トン未満のフォークリフトの業務に従事する方を対象に下記の通り教育を実施しますの
でご案内申し上げます。学科及び実技教育修了者には特別教育修了証を交付いたします。 
[注：特別教育修了証交付後、３ヵ月以上従事した後に１トン以上の技能講習Ａコースを受講される場合は、 

普通自動車運転免許証・特別教育修了証のほかに１トン未満のフォークリフトの特定自主検査の記録表の写
しが必要です。この記録表のない場合はＣコースとなります。] 

 
                     記 
 

１．日  時   令和４年１０月１８日（火）  ９：２０～１７：００          

２．場  所   青色会館 ４Ｆ 会議室 （小田原市本町２－３－２４） 

３．講習内容     １）走行、荷役装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 

         ２）運転に必要な力学の知識 
         ３）関係法令        （当日は学科教育のみ） 

※ 実技教育については、各事業場で実施(教育担当者は、今までに修了証を取得された方)   

     し、実技修了証明書を１１月１８日（金）までに郵送提出して頂きます（事務所持参も可） 

詳細は学科教育当日に説明いたします。 

注意：1トン未満のフォークリフトでの実技実習が可能かご確認ください 

４．受講資格    満１８才以上 

５．会  費  会 員： ９，２５０円（税込、テキスト代1,340円、弁当代800円含む） 

 一般（非会員）：１２，２５０円（税込、テキスト代1,340円、弁当代800円含む） 

 ※会員の方は、ネット申込みされますと会費が300円割引になります。 

６．定  員  ３０名 （定員になり次第締切ります）  

７．申込方法  小田原支部ＨＰからのＮＥＴ申込み、または、申込書に所要事項を記入のうえ 

ＦＡＸにて１０月６日(木)までにお申込み下さい。 

        (公社)神奈川労務安全衛生協会小田原支部 事務局 

          ＦＡＸ ０４６５－２４－５８２０（ＴＥＬ ０４６５－２４－１７５３） 

 ※ 当教育及び修了者台帳に関する目的以外に個人情報を流用することはありません。 

※ 申込み後の取り消しは、テキストの発注の関係で１０月１２日（水）までにお願いいたします。 

     それ以降は、準備の都合上お受けできませんのでご了承ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
１トン未満フォークリフトの運転の業務に係る特別教育（10月18日）申込書 

 

事業場名            会員NO.      住所 〒                  

担当者            ＴＥＬ            ＦＡＸ             

 氏  名 西暦 生年月日  氏 名 西暦 生年月日 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

  ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 
  ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 
 

 

会費支払銀行振込  ：      月    日 振込予定  (振込手数料は貴事業場にてご負担下さい) 

   振り込み銀行 ： 横 浜 銀 行 小田原支店  普通 ００５６４６２ 

名義人 ： 神奈川労務安全衛生協会小田原支部 

  

 


